
入　札　公　告
 
   次のとおり一般競争入札に付します。
 
令和８年２月９日

   分任契約担当者
放送大学学園　財務部長　北原　文幸

 
記

 
　１．入札に付する事項
    (1) 件　名　2026年度LMSに係る管理・運用支援業務
    (2) 仕様等　詳細については，仕様書のとおりである。（下記９において入手可能）
 
　２．履行期間及び履行場所
    (1) 履行期間　仕様書のとおり
    (2) 履行場所　仕様書のとおり
 
　３．入札に参加する者に必要な資格に関する事項
    (1) 「放送大学学園契約事務取扱規程」第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。
    (2) 有効年度が令和７年度の「全省庁統一資格」において，関東・甲信越地域の業種区分が
　　「役務の提供等」であって，Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。
 　(3) 放送大学学園から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
　 (4) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（昭和６０年法律
 　　第８８号）に基づき，労働者派遣事業の許可を得ている者であること。
　 (5) 「放送大学学園契約事務取扱規程」第７条の規定に基づき，分任契約担当者が定める資格を有する
　　 者であること。

　４．契約条項を示す場所
　　　　〒２６１－８５８６　千葉県千葉市美浜区若葉二丁目１１番地
　　　　放送大学学園財務部経理課用度第一係
           詳細は入札説明書において示す。（下記９において入手可能）
 
　５．入札説明会の開催方法及び日時
　　　　開催しないこととする。

　６．入札書の提出場所及び提出期限等
    (1) 提出場所　放送大学学園財務部経理課
    (2) 提出期限　令和８年２月２５日（水）１７時００分

　７．競争執行の場所及び日時
    (1) 場所　放送大学学園西研究棟１階入札室
    (2) 日時　令和８年３月１２日（木）１１時００分
 
　８．入札保証保険に関する事項
　　　　免除とする。
 
　９．入札説明書の交付場所
　　　以下のフォームから申請した者に対し、電子メールにて交付する。
　　　　  https://req.qubo.jp/ouj-keiri/form/nyusatsu  【放送大学学園 入札説明書配布申請フォーム】

　10．入札方法
　　　　単価による入札とする。
　　　　入札金額は，１時間当たりの単価を記載すること。
　　　　落札決定にあたっては，入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金
　　　額をもって落札価格とするので，入札者は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事
　　　業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載する
　　　こと。
 
　11．落札者の決定の方法
　　　　予定価格の制限の範囲で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
 
　12．入札の無効
　　　　前記「３．入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる資格を有しない者による入札
　　　及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
 
　13．契約書作成の要否
　　　　契約書の作成を要する。
 
　14．契約の手続きにおいて使用する通貨及び言語
　　　　日本語及び日本国通貨とする。

　15．その他
　　　　その他詳細は、入札説明書のとおりとする。　　（本件担当 ℡：０４３－２９８－４２２８）
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仕様書 

 

１．件名  

  2026 年度 LMS に係る管理・運用支援業務 

 

２．目的 

  放送大学学園（以下「学園」という。）の Web 通信指導システム、Web 単位認定

試験システム、オンライン授業システム及びライブ Web 授業システムの４つの LMS

システム（以下「LMS システム」という。）の円滑な安定運用を図ることを目的と

する。 

 

３．業務内容 

LMS システムに係る管理・運用支援業務は、次の業務を速やかに遂行すること。 

 

(1) LMS システムを安定稼動させるために、サービス提供状況を監視すること。 

(2) 学園内関係部所とのサービススケジュール調整を実施し、学園作業スタッフや

業者に対して作業指示を行うこと。 

(3) LMS システムにおいて異常を発見した場合または不安定な状況が発生した場合

は、サーバ再起動等の操作が必要かを判断し、直ちに指揮命令者へ対策を提案

し、承認を受けた上で対応を実施すること。 

(4) LMS システムの利用について、教職員からの問合せに対応すること。また、異常

が発見された際は、原因調査を行い原因の一次切分けを行うこと。 

(5) LMS システムに関して利用者向けの操作方法のマニュアルを整備し、関係部所に

提供すること。 

(6) 上記以外に、指揮命令者より関連業務の指示を受けた場合は、速やかに遂行す

ること。 

 

４．就業場所 

  千葉県千葉市美浜区若葉２丁目１１番地 

  放送大学学園情報部情報推進課 

 

５．指揮命令者 

  情報部情報推進課オンラインシステム管理係長 

 

６．派遣期間 

  2026 年 4 月 1 日（水）～ 2027 年 3 月 31 日（水） 

  （土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始 

（2026 年 12 月 29 日から 2027 年 1 月 3 日）を除く） 

 

７．就業時間 

平日 9 時 00 分～17 時 45 分（実労働 7 時間 45 分、休憩 1 時間） 
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ただし、業務の状況により 17 時 45 分から 22 時の範囲内で勤務させることがあ

る。 

 

８．派遣人数 

   1 人 

 

９．超過勤務時間代金 

  1 日 7 時間 45 分を超える超過時間の代金額は、労働基準法第 32 条第 2 項に定め

る労働時間である 1 日 8 時間までは割増しなしの単価に基づき計算することとし、

８時間を超えた場合には、契約単価に 100 分の 125 を乗じて得た単価に基づき計算

することとする。なお、割増し時に当該単価及び割増代金額に 1 円未満の端数が生

じた場合は、50 銭未満の端数を切り捨て、50 銭以上 1 円未満の端数を 1 円に切り

上げるものとする。 

   

10．休暇 

(1) 派遣職員は休暇を希望する場合は、やむを得ない事情が無い限り、事前に指揮

命令者に通知すること。 

ただし、通知された日の休暇取得が業務の運営に著しく支障を来たすと指揮命

令者が判断した場合は、指揮命令者は取得予定日の変更を依頼することができる

ものとする。 

(2) 派遣職員が一週間を超える連続した休暇を取得する場合、指揮命令者は派遣職

員の代替者の派遣を要請できるものとする。 

 

11．派遣職員に求められる能力 

派遣職員は、「3.業務内容」を円滑に遂行できる能力を有するとともに、特に以

下に記述した能力を有すること。 

 

(1) 関係各所との円滑な調整を行うため、優れたコミュニケーション能力を有する

こと。 

(2) 運用上必要な資料の作成およびデータ集計を行うため、Microsoft Office

（Excel、Word、PowerPoint）の操作ができ、特に編集や集計表作成ができるこ

と。 

(3) サーバ管理者としての作業を確実に行うため、また、学園の制度や業務の変更

等に応じ、「3.業務内容」の手順等について見直しや変更を派遣職員自ら実施す

るため、LMS システムの管理・運用支援業務の経験を 5 年以上有すること。 

(4) 教職員からの各種問合せへの対応、及びシステム利用支援をおこなうため、ユ

ーザサポート業務の経験を 5 年以上有すること。 

(5) LMS システムは Moodle（オープンソース）を用いて開発・運用を行っているた

め、Moodle に関する運用業務の経験を 5 年以上有すること。 

 

12．派遣職員の交替 
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(1) 学園が次に該当するとして派遣職員の交替を要請した場合、派遣元事業者は交

替の派遣職員を措置すること。 

① 派遣職員が「11．派遣職員に求められる能力」を有さないと指揮命令者が判

断したとき。 

② 派遣職員が業務遂行に不適当であると、指揮命令者が判断したとき。 

③ 業務の履行に当たり、派遣職員が不品行であると、指揮命令者が判断し                

たとき。 

④ 「14．厳守事項」が守られなかったとき。 

(2) 派遣元事業者の都合（倒産を除く）及び派遣職員の都合により、業務の遂行が

不可能となった場合、交替の派遣職員を措置すること。 

(3) 派遣職員の交替に伴い引継ぎ作業で発生した費用は派遣元事業者の負担とす

る。 

 

13．業務報告 

(1) 派遣職員は、勤務時間及び実施した業務内容について、学園の指定する様式で

日報を作成し、学園情報部情報推進課に提出するものとする。 

(2) 派遣元事業者は、毎月の業務終了後「業務完了報告書」を学園財務部経理課に

提出するものとする。 

 

14．厳守事項 

(1) 派遣元事業者は、派遣職員の身元保証等についてその責を負うこと。 

(2) 派遣職員は、勤務場所における盗難防止、整理整頓を責任もって行い、学園が

貸与するものについては、十分注意を払い良好な管理を行うこと。 

(3) 派遣職員は、指揮命令者の了解なく定められた場所以外に無断で立入ってはな

らない。 

(4) 派遣職員は、業務上知り得た全ての学園の情報について、他への漏洩や他の目

的で利用してはならない。 

また、業務以外では、用途、目的及び媒体を問わず、情報の保存や学園外へ持

出してはならない。 

 

15．契約の解除 

学園又は派遣元事業者がこの契約に違背した場合、その相手方はこの契約を解除

することができる。 

この場合、違約金は学園と派遣元事業者の協議により決定する。 

 

16．損害賠償 

派遣元事業者は、派遣職員が業務遂行に関し、学園又は第三者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければならない。 

 

17．その他 

(1) 派遣元事業者は、厚生労働省による優良派遣事業者認定制度の派遣事業者とし     
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 ての資質を担保する認定を受けていること。 

(2) 派遣職員に身分証明書を常時携帯させるものとし、学園の要請があったとき

は、これを提示させるものとする。 

(3) 契約締結後速やかに職員の派遣体制等を明示した実施体制図を学園情報部情

報推進課へ提出すること。 

(4) この仕様に定めのない事項については、学園と派遣元事業者による協議のうえ

定めるものとする。 
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